
特別免許状の授与に係る教育職員検定基準 

 

 

教育職員免許法（以下「免許法」という。）第５条第２項の規定による特別免許状の授与に係る教

育職員検定（以下「検定」という。）の検定基準について、次のとおり定める。 

 

１ 特別免許状について 

  特別免許状は、教員免許状を持っていないが優れた知識経験等を有する社会人を教員として迎

え入れ、学校教育の活性化を図るために、授与できる免許状である。 

  特別免許状は教科ごとに授与されるため、小学校であっても、教科ごとの授与となる。ただし、

各教科のほか、総合的な学習の時間や道徳、特別活動、生徒指導等も担当可能とする。 

 

２ 検定の受検者 

  検定の受検者は、次の（１）及び（２）を満たす者とする。 

（１）免許法第５条第１項各号のいずれかに該当する者でないこと。 

（２）次の各号のいずれにも該当する者であって、教育職員（以下「教員」という。）に任命し、

又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合におい

て行う推薦があること。 

  ア 担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する者 

  イ 社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者 

 

３ 検定における確認事項 

 ・授与候補者の教員としての資質の確認 

 ・任命者又は雇用者（雇用者は、学校の設置者に限る。）の推薦による学校教育の効果的実施の 

  確認 

 ・授与候補者の教員としての資質についての第三者の評価を通じた確認 

   

具体的な確認方法については、別表を確認すること。 

原則、「山梨県教育職員特別免許状に係る面接実施要綱」に定められている構成員の面接によ

り確認を行うが、既に臨時免許状や特別免許状の授与を受けて教科に関する授業に携わってい

る者や特別非常勤講師制度等の活用により推薦を行う任命者又は雇用者が勤務実態を把握して

いる者について当該確認を行う場合その他山梨県教育委員会が適切と認める場合には、書面に

よる確認に替えることができる。 

当該面接は、書類審査において、検定に合格可能と判断される者に対してのみを対象とし、審

査結果の概要を山梨県教育職員特別免許状面接構成員に伝達の上、当該概要と合致する人物で

あるかを確認する。 

 

 



４ 申請書類及び申請受付期間 

 別紙「特別免許状の授与に係る申請手続きについて」によるものとする。 

 

附則 

この基準は、平成２７年１月３０日から施行する。 

  附則 

この基準は、令和４年４月１日から施行する。 

  附則 

この基準は、令和４年７月２８日から施行する。 

附則 

この基準は、令和６年５月２９日から施行する。 

 

  



別表 

 



 
別紙 

特別免許状の授与に係る申請手続きについて 

 

山梨県教育委員会 

 

 

１ 申請書類 

 検定を受ける者は、山梨県教育職員免許に関する規則第７条の規定に基づき、次 

の書類を提出しなければならない。 

なお、海外の大学の書類や外国語での提出書類がある場合は、日本語訳を合わせて 

添付すること。 

 

（１）教育職員検定願（免許状１通につき５，０００円の山梨県収入証紙を貼付） 

（２）履歴書 

（３）宣誓書（第３号様式） 

（４）身体に関する証明書（第４号様式） 

（５）戸籍抄本 

（６）任命権者又は雇用者の推薦書（第７号様式の２） 

（７）次の証明書のうち、山梨県教育委員会が必要と認めたもの 

ア 担当する教科に関係する資格証明書等の写し 

イ 実務経歴証明書（第７号様式の３） 

（８）普通免許状又は特別免許状を有する者にあっては、当該免許状の写し又はその

授与証明書 

（９）その他山梨県教育委員会が必要と認めるもの 

   ア 卒業（修了）証明書 

      イ 推薦書（任命権者又は雇用者の推薦状も含み２通以上。勤務予定校以外の

日本の学校における学校活動実績がある場合には、当該校の設置法人の役

員や校長等管理職による推薦状を必ず含む。） 

ウ 本人の申請（志願）理由書 

    エ 研修計画書 

    オ その他特別免許状の授与にあたり山梨県教育委員会が必要と認めるもの 

 

２ 申請受付期間 

申請は以下の期間中に受け付けることとする。ただし、山梨県教育委員会が特に

必要と認める場合は、この限りでない。 

 

第 1 回 7 月１日から７月３１日まで 

第２回 １２月１日から１２月３１日まで 

 


